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老後扶養の負担を伴う財産移転と情誼関係の破綻

-フランス法上のbail a nourritureに見る負担不履行と当事者間不和の区分の検討から-(2)

神　　田　　　　桂※

序言　問題の所在と本稿の目的

I　日本法

Ⅱ　フランス法

1　終身扶養契約banえnourriture

2　判例・学説の時系列分析

(1) 19世紀および20世紀第1期(以上3巻3号)
2　20世紀第2期

3　20世紀第3期

4　20世紀第4期および21世紀(以上本号)

3　検討

Ⅲ　日本法への示唆

結語

(2) 20世紀第2期

このように破穀院は前掲[11]破穀院民事部1950年11月27日判決において職権

による転換までを承認し、この傾向が定着するかに見えた。しかし1960年代初頭

に破致院は、この動向を変化させ「転換」による解決を否定するようにも見える

二つの判決([17]、 [19]判決)を下した。後者の　　　破致院第一民事部1963

年7月15日判決までを、 20世紀第2期として取り上げる。

A.判例

[12]ボルドー民事裁判所1952年6月9日判決130)

[事案]

未亡人ⅩはY夫婦に庭付家屋を売却し、 Y夫婦はⅩの生計に必要な給付pres-

tationsn^cessairesasonexistanceを行う債務を負うこと、および債務不履行の

場合における売買解除が定められた。当事者間に対立dissenthIentsが生じ、 Ⅹ

r一橋法学j (一橋大学大学院法学研究科)第4巻第1号2005年3月ISSN 1347-や388
※　一橋大学大学院法学研究科博士後期課程

130) Trib. civ. Bordeaux, 9juin 1952, Gaz.Pal. 1952. 2. 160.
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は2年後に負担不履行による解除訴権を提起した。

[判旨]

ボルドー民事裁判所は、 「生じた対立が契約所定給付の履行、特に債務者の住

居における債権者の居住を不可能とした」と述べる。そして不履行が買主のみの

フオートによることが証明されないことを理由として売買解除請求を棄却し、

「現物債務の履行の不可能impossibilite d'executerは金銭履行を認める」と述べ

て、約定債務の履行を終身定期金支払により代替させる。そして現物給付に代替

させる終身定期金の計算のために、 (」不動産市場価額、および当該売買代価によ

りもたらされる終身定期金の(保険会社作成の表に基づく)価額、 C)この定期金

より高かった約定給付の価額(このことは定期金の増額をもたらす)、 ∈)債権者

Ⅹが不動産の全使用収益を得てかつそこから利益を得ることができるという事実

を考慮した上で、年48,000フランの終身定期金支払を命ずる。

匿名評釈者によると、買主は定期金債権者の生計に必要な給付を提供する約定

債務を負っていたのだから、扶養性を呈する定期金は定期金債権者の需要be-

soinsに応じた改訂を必要とすると述べられる。なぜなら約定債務の終身定期金

による代替は経済危機のとき定期金債権者にとってリスクとなりうるから、衡平

な解決とは生活費用に基づく自動スライド条項付の終身定期金を給することであ

ると主張される。

破穀院第-民事部1955年2月7日判決131)

[事案]

未亡人Ⅹは、居住、暖房、照明、食料、衣料、洗濯、および健康なときも疾

病のときも看護をⅩに提供するという受贈者の負担付で、複数の不動産を坊Y

に対して贈与した。当該証書においては、課せられた負担の履行なき場合には、

贈与者が当然に贈与撤回を請求できるという明示の条項が包含されていた。 Ⅹは、

負担の不履行による撤回を請求した。事実審判事は、 Yが契約締結1年後から贈

与者に対する居住提供以外のさまざまな債務の履行を中止したと確認して、撤回

131) cass. civ. Ire 7fevrier 1955,Bull. civ. I ,n-56 ; D. 1956. Somm.21.
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請求を認容した。 Yは、 H給付の履行が贈与者の所為により不可能となったので

あり、贈与撤回は不履行が受贈者の責に帰せられない場合には認められないこと、

⊂)負担の不履行は一部であり所定の負担に代わって贈与者に終身定期金を給付す

ることが認められるべきこと等を主張して、破敦を申し立てる。

[判旨]

破鼓院は、負担が贈与の推進的かつ決定的コーズを構成したこと、負担の履行

のなき場合には贈与者が贈与を撤回することができるという明示の条項の存在し

たこと等を理由として、負担が終身定期金-と転換されないことを判決した控訴

院の判断を是認した。

破穀院第一民事部1956年5月16日判決132)

[事案]

売主は、買主が売主に食事、衣料、面倒見を提供し、そして売主の生涯のあい

だ看護を提供するという債務の買主による負担を伴って、土地および-家屋を買

主に売却した。売主は、売却家屋から売主を追い立てることになった司法判決の

結果、買主の債務はもはや現物で履行されえないとして、扶養定期金pension

alimentaireの支払を求めて本件訴訟を提起した。治安判事juge de paixの判決を

原則として是認した上で、扶養定期金の額を7,500フランから25,000フランに引

き上げた民事裁判所判決に対して133)、買主が破鼓を申し立てた。

[判旨]

破穀院は、事実審判事がもはや現物で履行されえない主として為す債務を「填

補扶養定期金pensionalimentairecompensatriceにより代替さ」せえたとし、定

期金の計算については、売主の(不測のものを含む)すべての需要besoinsを、

特に「買主が77、 78歳の売主に対して負っていた医療および薬剤看護-」費用を、

考慮しえたとして破致申立を棄却した。

[15]破穀院第一民事部1959年1月21日判決134)

132) Cass. civ. lre,16 mai 1956,Bull.civ. I , n- 194 ; Gaz.Pal. 1956.2, Tables, v- Aliments,

n-20.

133)本件は、仏積アルジェリアにおける事案であり、第一審が治安裁判所、第二審が
Tizi-Ouzou民事裁判所であったものと推測される.
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[事案]

Ⅹ女は規Y夫婦に不動産および営業財産を売却し、その代価は直ちに、 Y夫婦

が「-・Ⅹ女の死亡にいたるまで、当該購入日的不動産において、居住、彼らの食

卓において彼らと同じく食事を【Ⅹ女に提供し]、衣料、面倒見、洗濯、照明、修

繕、かつ健康なときも疾病のときも看護をⅩ女に提供する[という債務]、一言

でいうと疾病のときは-・医師によるあらゆる看護を与え、処方されたすべての薬

剤を投与するというような、 Ⅹ女にとっての最良の看護および最善の配慮として

生計に必要なすべてのものを提供する」という債務に転換された。 Ⅹ女は約2年

半後に、 Y夫婦の僻怠manquemementsを理由とする契約解除、予備的に終身扶

養契約の終身定期金への転換を求めて訴訟を提起し、 Y夫婦は第一審判決後(当

初売買の4年後)に前記条件でⅩ女から取得していた不動産および営業財産を

A夫婦に転売した。これに対しⅩ女は、 Y夫婦が債務を履行することが最終的に

不可能になったとして解除のみを求めて控訴した。控訴院は、第一審判決同様に

僻意による解除請求を棄却した上で、 Y夫婦の負担とされていた現物債務の履行

が転売により事実上不可能になったと確認し、トう現物履行が年10,000フランの終

身定期金に転換されること、 ⊂)Ⅹ女の居住は目的不動産において、転売の介入し

た時点と同一の条件・方法・場所において、転売買主A夫婦によって保証され

続けることを判決した。

[判旨]

破敦院は、民法典1237条135)を引用して、 「売主の生活vieおよび需要besoins全

体を満足させるという買主の基本的に個人的な債務engagement essentiellement

personnelを譲渡の反対給付とする終身扶養契約は、その価額・時間的連続が不

定であるところの、譲渡不能な、為す債務を債務者の負担とする136リ　ものである

134) Cass. civ. Ire, 21 Janvier 1959,JCP 1959.II.10992, note H. Bh ; RTD civ. 1960,
p.132, obs. J. Carbonnier.

135)第1237粂[債権者の意思に反する弁済]為す債務は、債務者自らが履行すること

に債権者が利益を有するときは、第三者は、債権者の意思gr6に反して弁済する
ことができない。

136)この判旨部分は、後掲注149)破段院民事部1952年5月13日判決の文言と同様であ
る。
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と述べる。そして前記(」、 ⊂)を決定した控訴院判決を、終身扶養契約に由来する

債務の個人性および譲渡不能性を十分に評価していないものとして、破没する。

破致院判事ブランによると、終身扶養契約とは、他の契約と異なり人的考慮

intuitus vers07乙aeの優越から債務の譲渡不能性が提示される契約であり、裁判

所は、 H状況が解除を正当化する場合には売買解除を、さらに仁〕契約上転換条項

が挿入されていない場合であっても、現物債務が不可能となるとき、終身扶養契

約由来の現物債務を金銭債務により代替させることを選択できると述べられる。

しかしながら「控訴院は、 [終身扶養]契約所定のさまざまな給付のあいだに差

別をしてはならなかった」のであり、 「債権者女性の一般的面倒見entretiengen-

eralを対象とする給付が終身定期金により代替され、それ以外の居住に関する倭

務が新たな不動産買主によって引き受けられる」と言う控訴院に対して、破敦院

判決は、終身扶養債務全体の個人性・譲渡不能性を理由として破段をしたもので

あると解説される。

他方カルポニエは、終身扶養契約における個人関係が契約全体の積極的または

消極的移転性を妨げることは否定しえないとしつつも、そのことが「債務者の為

すべきさまざまな債務のすべてに同一の強さをもって浸透するか」は疑問であり、

事実審判事がなした合意の細分化は、不条理ではなかったと述べる。

破致院第一民事部1960年4月6日判決137)

[事案]

Ⅹ夫婦は、 Y女から複数の不動産を、買主が売主の生涯のあいだ居住、食事、

および面倒見を提供する債務、および月15,000フランの終身定期金の支払と引換

えに購入していたが、売主Y女の振舞comportementの結果現物債務の履行が不

可能になったとして、 Ⅹ夫婦は終身扶養債務の終身定期金への転換を求めて本件

訴訟を提起した。控訴院は、乳鞍heurtsを生じさせるような同居の場合には、

物理的給付を終身定期金へ変換させることによって判事が合意を調整amenager

することができることを理由として、転換を認めた。 Y女は、 (」合意は当事者に

137) Cass. civ. ire, 6avril I960,D. 1960.Jur. 629.
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とって法律に代わるものであり、判事が合意を修正modifierすることは認めら

れない、 (⊃契約において定められた転換は買主に対する制裁であり、当事者の一

方にのみに排他的に相手方の債務の僻怠manquementの場合において認められ

た権能である等として、破穀を申し立てた。

[判旨]

破致院は、当初の合意が不可能となったとき、事実審判事判事が「契約解除を

宣言すること、または終身扶養契約に由来する為す債務を同一目的の金銭債務に

より置換すること」が可能であり、 「そのような転換は合意日的変化による更改

をもたらさないが、しかし契約上定められていた履行方法をより状況に適合した

かつ当事者間において当事者の関係により適切な他の履行方法により代替させる

に過ぎず、このことは契約において約定されていた解除および転換のコーズを害

しない」と述べて、控訴院の判断を是認する。

本判決は、終身扶養契約の終身定期金への転換が目的の変化による更改をもた

らさないことを強調する。この部分は、不履行の際の解除条項および(売主の意

思による)転換条項が契約上約定されていた場合に、転換後にさらに売主による

解除条項の援用を認めた破敦院判決138)を繰り返すものである。しかし、買主によ

138)破致院第-民事部1953年3月3日判決(Cass.civ. ire,3mars 1953,Bull. civ. I ,n-
82.)

【事案】
Ⅹ女は複数の不動産をY夫婦へと売却し、買主は、代価の一部として、居住、

食事および面倒見を売主に提供することを負担した。また同契約において、それ

ら条件および負担の不履行の場合の解除条項、ならびに売主が望む場合に現物給
付が終身定期金-と転換されるという明示の条項が挿入されていた。約2年後に
おいて、当事者間の共通の合意により、現物債務は終身定期金-と転換されたO
その後Ⅹ女が、解除を請求したようである。控訴院は、売買解除請求を解除条項
の実行として、認容した。 Y夫婦は、本件においては目的物の変化による更改が
問題とされ、解除条項は新たな合意においても維持されることを記載されていな
かった等として、破敦を申し立てた。
【判旨】

当初の契約において売主が望む場合には現物給付が終身定期金へと転換される
ことが明示的に約定されていたのであり、転換を実現した当事者の合意とは更改
ではなく「単に従前に定められた合意の適用」でしかなく、当初契約において定
められていた負担の不履行による解除条項は存続する旨を判決する。
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る転換請求を承認した点においては、受贈者による転換請求を棄却した前掲

判決を修正したとされる。

破致院第一民事部1962年11月13日判決139)

[事案]

Ⅹ夫婦は居住家屋を隣接地とともにY夫婦へと売却し、買主Y夫婦は、居住、

食卓での食事、衣料、面倒見、洗濯、照明、修繕を売主らへ提供し、売主らが健

康なときも疾病のときも売主らにとっての最良の看護および最善の配慮として、

売主らのうちの生残者の死亡にいたるまで、生計に必要なすべてのものを提供す

るという債務を負った。 Ⅹ夫婦は、 Y夫婦が債務を十分に果たさないとして売買

解除を求めて本件訴訟を提起し、 Y夫婦は、これら債務の終身定期金-の転換を

求めた。控訴院は、当事者間に存する性格の不一致を確認した上で、解除請求を

棄却し、当該債務は扶養性終身定期金rente viagere, de caract色re alimentaireへ

と転換される旨判決した。

[判旨]

破穀院は、 「判事が、衡平の口実の下に、または他のすべての理由のために、

当事者間に自由に締結された合法的な合意を修正することは、許されない」と述

べる。そして当該契約条項において「売主夫婦は、買主との性格の不一致の場合、

何時にてもかつ自らの意思にのみよって、売買の債務の履行に代わって、年

180,0007ランの終身定期金の支払を請求する権限を有し、この終身定期金は先

行死亡者の死亡に際して年140,000フランへと減額される」ことが定めていたこ

と140)、すなわち終身扶養契約債務を終身定期金へと転換する権限が売主にのみ留

保されていたことを指摘した上で、破穀院は、民法典1134条141)に違背したとして

139) Cass. civ. lre, 13novembre 1962,BulLciv. I , n"475蝣D. 1963. Somme. 61.

140)なお同終身定期金は、国立統計研究所Institutnationalde laStatistiqueにより公表
される家計消費対象物の小売物価に基づいてスライドされることも定められてい
蝣/-^

141)第1134条[合意] I　適法に形成された合意は、それを行った者に対しては、法
律に代わる。
Ⅱ　合意は、それを行った者相互の同意または法律が許す原因によってでなけれ

ば、撤回することができない。
Ⅲ　合意は、誠実に履行されなければならない。
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控訴院判決を破鼓する。

転換は「-契約上定められていた履行方法をより状況に適合したかつ当事者間

において当事者の関係により適切な他の履行方法により代替させるに過ぎず、こ

のことは契約において約定されていた解除および転換のコーズを害しない」等と

述べて事案における転換を認容した前掲[16]判決に対して、転換を請求する権

限が売主に留保されていた　　　判決においては、判事は当該条項を考慮しなけ

ればならないと解説される。

[18]破穀院第一民事部1963年1月15日判決142)

[事案]

Ⅹ夫婦は、複数の土地と-家屋をそれらの一部につき用益権usufruitを留保し

て、娘YがⅩ夫婦の生涯のあいだ食事および看護を提供する債務として表され

る代価と引換えに、娘Yに売却した。 Ⅹ夫婦は、娘夫婦により売却不動産から離

れるように強制されたと主張して、売買解除と損害賠償支払を求めて本件訴訟を

提起した0　第一審裁判所は、債務の履行中断におけるⅩ夫婦の責任を暗黙裡に

考慮し、証明が不十分としてⅩ夫婦の請求を棄却しつつも、 Y夫婦の引き受けた

当該債務を終身定期金へ転換することを命じた。控訴院もまた、解除を請求する

者が相手方のフオートを証明しなければならないとして、 Ⅹ夫婦と娘夫婦のあい

だの衝突di∬erendにおけるⅩ夫婦側のみのフオートを暗示し、さらに終身定期

金への転換およびその(小麦の所定量に基づく)スライドを命じる。

し川i-Tl

破穀院は、控訴院の命ずる終身定期金はⅩ夫婦の需要besoinsを満足させるた

めに十分ではない等と主張する破致申立に対し、 「終身扶養契約に由来する為す

債務の終身定期金への転換は、合意目的の変化による更改をもたらさ」ず、 「契

約所定の履行方法を、より状況に適合した他の履行方法より代替させるに過ぎ

ない」とした上で、控訴院による転換は「当事者の合意-参照したに過ぎ」ず、

定期金のスライドを命じることによって、控訴院はこの債務に扶養性caractere

142) Cass. civ. ire, 15Janvier 1963,Bull.civ. I ,n-31.
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a止mentaireを保持したと述べる。

破穀院第一民事部1963年7月15日判決143)

[事案]

AX夫婦は不動産をYへ譲渡し、 YはAX夫婦を自らのもとに受け入れ、暖房、

照明、そして健康なときも疾病のときも看護をAX夫婦に提供する債務、かつ

AX夫婦の生活に必要なワイン、ミルクおよび野菜を提供する債務を負った。 Ⅹ

女は、夫Aの死後、 Yがこれら債務を果たさないとして売買解除を請求した。控

訴院は、解除請求を拒絶しつつも、当事者間の不和mauvaiseintelligenceを理由

として、 Yが契約所定の現物給付からは免れるが、年600フランの終身定期金を

支払うべきことを判決した。

[判旨]

破穀院は、 「事実審判事は提訴された事案の文言を恋意的に修正することはで

きない」と述べた上で、控訴院が契約所定の履行方法をⅩ女によって要求され

ていなかった他の履行方法により置換させることで、民法典1134条に違背したと

してJ控訴院判決を破致した。

B.判例のまとめ- [12]ボルドー民事裁判所1952年6月9日判決から[19]破

致院第一民事部1963年7月15日判決まで1

20世紀第2期において、解決として解除の方が選択されたのは[13]、　、

[19]であり、転換の方が選択されたのは[12]、 [14]、 15]、 [16]、 [18]であ

る。前述のように、破穀院は前掲　　1950年11月27日判決の時点で職権による

転換までを承認していたが、 1960年代初めの[17]、 [19]判決によりこれを変化

させるような徴候を見せた。

破敦院はまず、 [13] 1955年2月7日判決(坊への負担付不動産贈与でありか

つ明示の撤回条項が定められ、贈与者により解除が受贈者により転換が請求され

た事案)において、負担が贈与の推進的かつ決定的コーズを構成したこと、明示

の撤回条項の存在を示して解除を認容した。そして破投院は、 [17] 1962年11月

13日判決(負担付不動産売買で約定債務を終身定期金に転換させる権限が売主に

143) Cass. civ. ire, 15jufflet 1963, Gaz.Pal. 1963.2.423 ; D. 1964. Somm. 10.
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のみ留保されていた事案)で、 「-判事が、衡平の口実の下に、または他のすべ

ての理由のために、当事者間に自由に締結されたかつ合法的な合意を修正するこ

とは、許されない」と述べて1134条違反により控訴院判決を破致した。さらに

[19] 1963年7月15日判決(負担付不動産売買につき解除が請求された事案)に

おいて、再び1134条を引用し判事がト・事案の文言を恋意的に修正することはで

きない」と述べた144)。他方で破鼓院は、同時期の[16] 1960年4月6日判決にお

いて買主による転換請求の事案で、当初の合意が不可能となったとき判事が解除

または転換を命ずることができると述べ、　1963年1月15日判決において売

主側のフオートのみを暗示して転換を命じた控訴院判決を是認している。

[19]判決によって破穀院は、少なくとも解除請求に対抗するために転換が請

求された場合に限り転換を命ずることができ、解除しか請求されないような場合

には解除請求を棄却しまたは認容することしかできない、すなわち職権により転

換を判決することができないものとして解説された。他方[16]判決は、合意履

行が不可能な場合に、事実審判事らが解除または転換を判決しうる旨を述べた点

が留意される。

転換が認められた判決を見ると、 [12]はフオートが証明されないこと、対立

による「現物履行の不可能は金銭履行を認める」とのみ述べて職権により転換を

認め、 [14]は司法判決により現物履行が不可能となった場合につき、 [15]は転

売により現物履行が事実上不可能となった場合につき転換を認める[16]は債

権者の振舞を理由とする債務者側からの転換請求につき金銭債務と現物債務が同

一目的であることを強調して、合意履行の不可能は事実審判事が「契約解除を宣

言すること、または終身扶養契約に由来する為す債務を金銭債務-転換するこ

と」145)を可能にし、転換とは「より状況に適合した-他の履行方法」への代替に

過ぎず更改ではない旨を述べる[18]もまた、債権者側のフオートのみを暗示

し、債務者側にはフオートがないとしつつ、転換とは合意目的を変化させる更改

ではなく「契約所定の履行方法を、より状況に適合した他の履行方法により代替

144)ただしこの間下された前掲[18]破投院第一民事部1963年1月15日判決は転換を
判決する。

145)前掲[11]破投院民事部1950年11月27日判決の文言に類似する。
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させるに過ぎない」146-と述べる。

転換の理由付けとしては、 19世紀、 20世紀第1期の諸判決が暗黙の条件・当事

者意思の探求、個人の自由の尊重、契約慣習、 1135条の衡平等の多様な理由付け

を行っていたのに対し、 20位紀第2期の判例は、現物履行が不可能となったこと

のみを述べる[12]、 [15]、填補扶養定期金pensionahnentairecompensatrice

と述べる[14]、現物債務(為す債務)と金銭債務(与える債務)が同一目的で

あり転換は更改ではないとされる[16]、 [18]等が存在するが、若干の理由付け

の収敵が窺われる。なおこの第2期の時期において、負担付不動産売買につき債

権者により解除が請求された事案で、債務不履行が存在しないとして解除が棄却

された破致院第一民事部1963年3月27日判決が存在する147)。

20世紀第1期から第2期-の流れを見ると、第1期においては[6]のような

債務者の必要的入院が債務者側のフオートから独立した場合として、債権者側の

所為または債権者側の所為による不可能から区分されていた対し、第2期におい

ては(いずれの所為であるかにまで言及されることなく)単に不可能となったこ

146)前掲[7]破穀院審理部1936年10月20日判決とはば同様の文言である。
147)破投院第一民事部1963年3月27日判決(Cass. civ. ire,27mars 1963,Bull. civ. I ,n-

191.

[事案】
未亡人Xは-家屋をY夫婦へと売却し、代価は一部につき買主がⅩを彼らのも

とに居住させ、 Ⅹに面倒見-を提供するという買主の債務に転換され、同日付の
私署証書おいてⅩがその生涯のあいだ、自らの部屋、および隣接したダイニン

グ・ルームの無償使用収益を「中庭、 w.c.、および果樹園jardinへのすべてのア
クセス権と共に」有することが明示された。約半年後に、未亡人Ⅹは、買主の債

務不履行、特に食事をⅩに提供しなかったこと、かつ果樹園jardinのすべての生
産物をほしいままにしたことを理由として、売買解除を求めて本件訴訟を提起し
た(訴訟提起以前にⅩは、執行吏の手を解して、催告をなさしめていた)。控訴
院は、 「売主女性は、単にアクセス権のみを留保して、果実の受益を留保すること
なくして、その果樹園を不動産とともに譲渡した;買主らは確かに売主に面倒見

および看護を提供することに拘束されるが、しかし明示的に食事提供債務は排除
されていた」等と述べて、 Ⅹの請求を棄却した。これに対しⅩは、 Yが執行吏へ

の回答において「合意を解釈して」 Ⅹが食事を提供されること、かつ果樹園の果
実を受益することを請求可能であったとY自身で認めていたこと、しかしながら
Y夫婦の債務の履行はⅩの再三の請求にもかかわらず行われなかったこと等を理
由として破穀を申し立てたO
【判旨】
破穀院は、契約一般に関連する1184条、かつ売買に関する1654条、 1655条所定

の解除は事実審判事の専権に委ねられているとして、破致申立を棄却した。
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とのみを理由として転換が容認される傾向となったと言えるように思われる。す

なわち解除が承認されるのは、第1期での債務者側に明らかな悪性が認められる

場合や債務者側の資力不足の場合に加えて、第2期では明示の撤回条項が存在し

ていた場合や転換権限が売主にのみ留保されていた場合が加わる。その他の場合、

すなわち債権者にフオートある場合、また当事者のいずれか所為・イニシアチヴ

により履行が不可能となったような場合、あるいはそれが判然としないような場

合には、転換が承認される傾向となったように分析される。

なお第2期の関連する判決として、法律上の贈与推定を定める民法典918条148)

と終身定期金の支分金不払による解除を禁止する同1978条の終身扶養契約への適

用の可否をめぐる二つの判決が挙げられる。破致院民事部1952年5月13日判決は、

918条の定める法律上の贈与推定が終身扶養契約を負担とする譲渡の場合にも適

用される旨を判決する149)。そもそも終身扶養契約を負担とする財産譲渡も、終身

定期金を負担とする財産譲渡も共に、元本回収不能契約contratAfondsperduの

一角を成すものであることが既に指摘され1∽)、 918条における「終身定期金を負

148)第918条[自由分への充当・持戻]あるいは終身定期金を負担として、あるいは

元本回収不能Afondsperduとして、または用益権を留保して直系の相続権者の一
人に譲渡された財産の完全な所有権の価額が自由分に充当される。超過分は、そ
れが存在する場合には、 [相続]財産全体masse-持ち戻す。この充当および持
戻は、他の直系の相続権者のうちこの譲渡に同意した者も、いかなる場合であれ
傍系の相続権者も、請求することができない。

149)破致院民事部1952年5月13日判決(Cass. civ. 13mai. 1952,刀. 1952. Jut. 505,note
H. Lalou ; JCP 1952.II.7173, note E. Becque ; RTD civ. 1952, p.530, ob岩, R.

savatier. )

【事案】
未亡人Aは不動産を娘Yへ譲渡し、 Yは将来的にわたって母親の死亡にいたる

まで面倒見および看護を提供することを負担した。約2年後にAは死亡した。控
訴院は、前記契約を終身扶養契約であるとし、民法典918条所定の法律上の贈与推
定の効果により贈与と見なされるものとして、遺留分権利者Ⅹ (Aの息子)の請
求を認容した。 Yは、終身扶養契約は同条に限定列挙されておらず、前記契約は
贈与推定を受けないとして破敦を申し立てた。
【判旨】

「終身定期金契約とは、与えるdormer、固定的なflX、かつ譲渡可能なcessible
債務を定期金債務者に負担させるのに対し、終身扶養契約bailanourritureとは、
為すfaire、価額も継続期間も不定のind^termh6e、かつ譲渡不能なincessible債
務を債務者に負担させるものであり、いわゆる『終身扶養契約』は終身定期金契
約ではないとしても、元本回収不能契約として分析される・-。」以上により、本
件終身扶養契約は民法典918条の規定の枠内に入る。
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担として」という文言自体が無用の表現であると言われてきた。終身定期金契約

も終身扶養契約も「収入revenuと元本capitalを同時に消尽するものであり、そ

の結果譲渡人の死亡に際して当該財産は完全に消滅する15-)」からであるとされる。

この判決においては、不動産譲渡の反対給付として娘が母親の死亡するまで面倒

を見るという終身扶養契約の事案につき、 「終身定期金契約とは、与えるdonner、

固定的な丘X、かつ譲渡可能なcessible債務を定期金債務者に負担させるのに対

し、終身扶養契約bailanourritureとは、為すfaire、価額も継続期間も不定の

indeterminee、かつ譲渡不能なincessible債務を債務者に負担させるもの」であ

ると述べられ、終身扶養契約は元本回収不能譲渡に分類され、ゆえに918条によ

る贈与の推定を受ける旨が判示された152)。

また破致院第一民事部1960年2月8日判決は、終身定期金の支分金不払による

解除を禁止する1978条と終身扶養契約の関係について、 1978条は厳格に例外的規

定であり終身扶養契約には適用されない旨を述べー^-153)

C.学説

ガヴァルダぱ54)、終身扶養契約の柔軟性155)と準家族性caractere quasi famil-

150) Lalou, Traite theorique & pratique du bail a nourriture, p.203.

151) M. Planiol et G. Ripert, Traite pratique de droit civilfrancais, 2e ed., t.5, dona-

tioγis et testaments, par A. Trasbot et Y. Loussouarn, 1957, n 67.

152)なお用益権留保付ではなく、単なる使用および居住権の留保付でなされた譲渡に
ついては、 918条の適用は拡張されないことが判決されている。

153)破穀院第一民事部1960年2月8日判決(Cass.civ. ire,8fevrier1960,D. 1960.Jur.

417 ; RTD dv. 1960, p.497, obs. J. Carbonnier.)

【事案】
用益権を留保した不動産虚有権が未亡人Ⅹ-と売却され、代価120,0007ラン

は、食事、衣料、面倒見および看護を売主に供する債務に転換された。売主は、
買主Yがそれら債務を果たさなかった(控訴院において、売主は軽愚debilite

mentaleの状態にあり、 「悪い待遇、打都、さまざまな虐待vexationsの対象とさ
れ、辛い作業を余儀なくされ、そして不十分な扶養しか受けなかった」こと、 「-

用益権の留保は実際行われなかった」ことが認定されている)と主張して、売買
解除を求めて本件訴訟を提起し、控訴院はこれを認容した。買主Yは、民法典
1978条により債務不履行による合意解除は認められない等と主張した。

【判旨】
民法典1978条とは、厳格に例外的な規定であり同条が規定する場合以外には拡

張されない0本事案においては、虚有権買主は反対給付として売主に居住および
面倒見を供しなければならなかったのであり、売主はこれら債務が履行されない
場合には契約解除を請求する権利を当然に有する。
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iaT　を指摘した上で、何らかの理由で終身扶養契約当事者の一方が共同生活に耐

えることができなくなった場合につき、個人の自由の原則から当事者らを契約維

持に拘束することは法的にも道徳的にも不可能であろうとして、転換による解決

を肯定する。

しかしながら終身扶養契約は二重の射倖性により債権者の需要besoinsの増大

をもカバーすることから、終身定期金への転換は、たとえスライドが付されたと

しても、契約目的を一定範囲において修正するとも述べられる。さらにガヴァル

ダは、 「契約上主として為す債務として定められていた債務を扶養性填補終身定

期金により代替させる」という事実審判事の専権を承認した同時期の前掲11

1950年11月27日判決を(一般にそのプラグマチズムから学説により肯定されるも

のの)衡平ではあるが法的に美しくないineleganceな解決であると評価してい

る157)。

従ってガヴァルダは、主たる為す債務を(ゆえに従たる与える債務を)想定す

る前掲11判決よりも、債務の「基本的要素目的」とは債権者を「生活させる

fairevivre」ことであり、給付方法は「履行条件」に過ぎずないとする前掲[7]

破穀院審理部1936年10月20日判決の理由付けに賛成し、さらに1911年スイス債務

法527条158)を引用した上で、終身扶養契約に由来する為す債務を法定扶養義務と

パラレルに考えるカルポニエの見解を支持し159)、 「扶養債務の合意による創出

creation conventionelle d'obligation alimentaire」という考えが解釈を正当化する

154) Gavalda, op. cit.,p.p.641 ets.

155)柔軟性とは、終身扶養契約が、保険契約や終身定期金と比較して債権者の需要
besoinsのすべてを満たすという意味で可変的であるという意味である。この柔軟
性は、終身扶養契約の推進要因であると主張される。

156)養子縁組も、時に血縁を創出して老後の日々を準備する意味合いをもつが、法律
により「家族制度institutionfamUiale」として理解されるのに対し、終身扶養契約
の債権者は、積極的な意味で「家族」を創出しないが、しばしば自らのものでは
ない家族において(時に自らの親族のもとにおいて)老後生活を送るという意味
で「準家族的」であると主張される(Gavalda,op. cit.,p.642)c　この準家族性は、
終身扶養契約の桂桔となると主張される。

157)カルポニエも同判決評釈において、転換による解決は、常にフランス法において
異端insoliteなものとして行われるところの、判事による契約改訂に非常に似
通っている旨を述べる(Carbonnier, obs. sousCass. civ., 27novembre 1950,RTD
civ.1951,p.269)c　この点に関するオベールの見解につき、後掲注175)参照。
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と主張する。ただし法定扶養義務と異なり債権者の必要状態etatdebesoinsには

条件付けられず、債権者が裕福になっても減少されない「扶養性」填補終身定期

金と解するべきことをも主張される。

サヴァチエも160)、転換が「合意日的変化による更改をもたらさないが、しかし

契約上定められていた履行方法をより状況に適合した-他の履行方法により代替

させるに過ぎない」等と断じる判決(前掲[16]、 [18]判決等)に対して、これ

らの債務は同一目的objetを有しないと批判する。そしてサヴァチエは、 [17]、

19　判決を従来の判例を転回したものとして評価し、もはや職権により転換が

命じられないこと、かつ終身定期金は終身扶養契約の単なる履行方法の適合化で

はないことを主張する。

さらにサヴァチエは、債権者の生存期間の不確実性のみを有する終身定期金に

より、債権者の生活需要の不確実性をも有する(すなわち債権者の生活需要の増

大をも負担する)終身扶養契約を転換することは、債権者にとって不利であるが、

他方で終身扶養契約を解除することは、この給付の終身性を過小評価するもので

あるとも述べる。というは一時的にであってもすでに履行された終身扶養契約に

おいては、終身扶養契約の利益は、一部につき債権者によって消費され、経済的

158)スイス債務法第22章(516条ないし529条)は、終身定期金契約および終身扶養契
約Der Leibrentenvertrag und die Verpfrundungを規定する。ただし無償での設定
も可能であるフランス法上のbailえnourritureとは異なり、 Verpfrundungは財産
譲渡の対価としてのみ契約しうる(521条)0 (以下の日本語訳は、司法資料261号
「スイス債務法」 (1939)に依拠する。)
第527条[一方的解除] I　契約上の義務の違反により関係が堪え得ざる[状
態]に至った場合、またはその他の重大なる理由(民法4条)が関係の継続を著
しく困難もしくは不可能とする場合においては、被養者および扶養者は、一方的
に終身扶養契約を解除することができる。

Ⅲ　前項の理由により終身扶養契約を解除したときは、その責ある当事者はその
責なき当事者に対し、給付物の返還の外に適当な損害賠償を支払うことを要する。
Ⅲ　判事は、当事者の一方の申請に基づきもしくは職権を以て、契約を完全に解

除する代りに同居関係(同524条)を廃止しかつ被養者に対し之に対する補償とし
て終身定期金(同516条以下)を約させることができる。

159)終身扶養契約は、その「準家族」性により譲渡不能または差押不能のような、法

定扶養義務と同様のさまざまな特徴を呈すると述べられる(Gavalda,op.cit.,
p.658)c

160) R. Savatier, Convertibilite judiciaire ou conventionelle du bail a nourriture en rente

viagとre, Defrenois 1964, art. 28477, p.p.65 et s.
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な不可逆性が存在するからであり、そして終身扶養契約の債務者に民法典210条、

211条由来の扶養定期金pensionalimentaireを義務付けることこそが、債務の本

質を変化させない衡平な解決であると提言する161)。

(3) 20世紀第3期

しかしながら一見判例転回のように見える[19]判決にもかかわらず、この後

判例は、後掲[21]ポー控訴院1966年12月7日判決および後掲[28]破穀院第三

民事部1979年10月9日判決を除いて、再び転換を承認する方向へ移行する。そし

て破穀院は、　　破致院第一民事部1980年1月8日判決において、再度事実審

判事らの職権による転換を肯定するに至る。この[29]判決までを、 20世紀第

3期として取り上げる。

A.判例

破穀院第一民事部1965年3月1日判決162)

[事案]

未亡人Ⅹは不動産および動産の虚有権をY夫婦に売却し、その代価は終身看

護債務obligationviagとre de soinsおよび食料品denrees alimentaires供給債務へ

と変換された。当事者間に不和が生じ、 ⅩはY夫婦に対して債務を履行させるた

めの弁済催告をなした後に解除を請求し、 Y夫婦はこれに対抗して終身扶養契約

が終身定期金へと転換されることを請求した。控訴院は、 ⅩがY夫婦による生活

物資供給ravitaillementの受領を拒絶したこと、 Y夫婦が債務履行を僻怠しな

かったこと、 「不履行の諸要素は-当事者間の不和mesententeおよび性格の不

一致hcompatib山ted'humeurに由来し」たこと等を理由として解除請求を棄却

し、当該債務を終身定期金へと転換したため、 Ⅹが破穀を申し立てた。

[判旨]

破致院は、 「当初の合意の履行が不可能imppossibleとなったとき、事実審判

事は、終身扶養契約所定の債務を同一目的の金銭債務により代替させる」ことが

161)このような解釈は、転換を認めた従来の前掲[11]破穀院民事部1950年11月27日
判決の「扶養性填補終身定期金」という文言においても、暗黙裡に認められると
述べられる。

162) Cass. civ. Ire, lermars 1965,Bull.civ. I ,n- 155.
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できると述べて控訴院判決を肯定した。

21ポー控訴院1966年12月7日判決163)

[事案]

85歳のⅩは、 (」買主が自らの費用で売主所有の墓地用地に地下埋葬所caveau

を建設するという買主の債務、 (⊃金銭40,000旧フラン分の混同による消滅、 ∈)現

金800,000旧フランの支払、 ¢瑚年3,000旧フランの終身定期金renteannuelleet

viag芭reの給付(支分金支払一期の弁済催告後の当然解除条項を含む)、 ㈲売主の

生涯のあいだ食事、暖房、照明、面倒見、洗濯、および健康なときも疾病のとき

も看護を売主へ提供し、必要であるときは買主らの住居において売主に居住を提

供するという終身扶養債務を引換えに、不動産虚有権を売却した。約5年後にⅩ

は、特に終身扶養債務のYによる僻怠を理由として、解除を請求した。第一審

裁判所は、 Yの債務-の違背は解除をもたらすためには十分ではないとしつつも、

Ⅹが孫娘のもと-と退去した後の期間について月400フランの定期金rentemen-

suelleの支払を、さらにⅩが入院したりホスピスに滞在する際にはその医療・薬

剤費用の支払うように(その反対給付としてⅩの放棄した使用収益をYが受け

ることを予見しつつ)命じた。 Ⅹは当該売買の解除(解除条項の援用を含む主

損害賠償等を求めて控訴し、買主Yは終身扶養債務の終身定期金pensionmen-

suelleetviag芭reへの転換を提示した。さらにYは、 Ⅹが債務の履行を物理的に

不可能としたことを理由とする定期金の減額、解除請求前に付遅滞がなされてい

なかったこと等も主張した。

[判旨]

控訴院は、終身扶養契約において、当事者間不和の場合に備えて「一定の方法

による終身扶養契約から終身定期金-の転換条項を契約しかつ証書に挿入させる

ことが借主　r　債務者]の義務である」と述べ、不和により履行が不可能と

なった場合において、契約において定められなかった終身扶養給付の終身定期金

163) Pau, 7 decembre 1966, Gaz.Pal. 1967.1.279.

164)終身扶養契約bailanourritureにおいては、 bail貸借という呼称から、しばしば債

権者が貸主bailleur、債務者が借主preneurとも呼ばれるが、通常の賃貸借とは全

く異なる無名契約であるため、本稿においては債権者・債務者という語法に統一
している。
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renteviag色re -の転換を命じた第一審判決は、契約構造を修正するものであり、

解除請求をなす受益者たるⅩに対しては転換は課せられないとする。そして契

約当事者の共通の意図において、 Yは81歳のⅩの生計を保証しなければならない

のであり、 Yによる終身扶養債務の重大な僻怠が存するとして、第-審判決を変

更し、 Ⅹの売買解除請求を認容した。

破穀院第一民事部1969年3月5日判決165)

[事案]

Ⅹは居住用家屋をY夫婦に13,000フランの代価で売却し、そのうち2,000フラ

ンは即金で支払われ、残部11,000フランは、売主のための一部使用権が留保され

た上で、精神疾患に冒されていたⅩの息子Aを売却家屋において収容し面倒を

見る166)という買主によって引き受けられた債務-転換された。その1年4ケ月後

にY夫婦は、 Aの疾病状態が悪化したと主張しAを同家屋において収容するこ

とを拒絶したため、 Ⅹは売買契約の解除を請求して本件訴訟を提超した。

控訴院は、当事者の共通の意図において、 Aの利益のために約定された終身扶

養契約は契約の基本E]的であること(すなわち売却家屋の一部屋において売主Ⅹ

へ留保されていた使用および居住権は、終身扶養契約の付随的または補足的なも

のにすぎなかったこと)、 Aの状態は、恒常的監視と契約によって買主らに課せ

られていなかったような特別に骨の折れる看護を要求するのみならず、さらにY

夫婦やその家族に対するリスクをも包含し、精神センターmilieupsychiatrique

への入院が不可欠な程度にまで悪化したこと、このようなAの健康状態はY夫

婦が売却家屋においてAを世話しなかったことを正当化すると述べ、以上によ

り現物履行はもはや可能ではない等として、 Y夫婦によって引き受けられていた

現物債務を終身定期金-と転換した。 Ⅹは、控訴院判決に対して、 (づⅩまたはA

に獲得されていた物権が奪われること、 OY夫婦はAの精神状態を認識した上で

当該契約を締結し、 Aの入院可能性は予見されえたのであり、その不履行が売買

契約解除をもたらすべき絶対的債務obligation inconditionnelleが包含されていた

165) Cass. civ. !ォ5mars 1969,Buiと.civ. I ,n-96.

166) Y夫婦はfoyer (療養施設)を営むために本件家屋を購入したようである。ゆえに
本件は「老後扶養」の事案ではない。

278



神田桂・老後扶養の負担を伴う財産移転と情誼関係の破綻(2) (279)

等として、破敦を申し立てた。

[判旨]

破致院は、控訴院の判示を引用し、当初の契約における債務の現物履行はもは

や可能ではないと結論した上で、 Y夫婦の債務をAへの終身定期金給付債務へと

転換した控訴院判事の判断を是認する。

23　破致院第一民事部1969年3月26日167)

[事案]

X女は、贈与者の居住を保証しかつその需要besoinsを満足するという受贈者

の負担付きで、息子Yに対して家屋と農事所有権を贈与した。 8年余り後にⅩ

女は、必要な居住家屋の修繕および[扶養]定期金pension支払を求めて、本件

訴訟を提起した。終身扶養契約から生じる為す債務を同一目的の金銭債務により

代替させた控訴院判決に対して、終身扶養契約とは有償の双務契約であり、履行

不可能が負担不履行をもたらす扶養負担付贈与donation, a charge d'alimentsと

は混同されえないなどとしてYが破穀を申し立てた。

[判旨]

破致院は、控訴院が「当事者の良好ではない関係mauvaise relationsが贈与者

面倒見という負担の現物における履行を不可能にしたという確認に基づき、等価

物による履行Fexecutionparequivalentを指示することができた」として控訴院

の判断を是認した。

パリ控訴院1969年5月12日判決168)

[事案]

事案の詳細は不明。終身面倒見債務obligationviagらre d'entretienおよび終身

定期金が契約され、かつ債権者女性の入院の場合には終身定期金が増額されるこ

とが約定されていたようである。

[判旨]

控訴院は、 (」終身扶養契約当事者間の性格の不一致は解除をもたらすためには

十分ではなく、解除は履行拒絶が債務者の責に帰せられる場合にのみ宣言されう

167) Cass. civ. !ォ, 26mars 1969,Bull.civ. I , n- 129.

168) Paris, 12mai 1969,D. 1969. Somm. 117.
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ること、 ⊂)終身面倒見債務の債務者側の履行拒絶の証明がもたらされないとき債

権者による解除請求は認められず、いかなるフオートも証明されないことにより

損害賠償請求も認められないこと、 Ej終身面倒見債務が当事者間の不和を理由と

して不履行となったとき、この債務を当事者が他の履行不可能の場合(すなわち

債権者女性の入院の場合)のために約定されていた終身定期金の増額により代替

させることは、正当かつ衡平であると判決した。

リモージュ大審裁判所1975年4月28日判決169)

[事案]

事案の詳細は不明。息子の利益のために行われた贈与分割において、母親に対

して食事および看護を提供する終身債務obhgationviagereが息子の負担とされ

た。その後母親は、退職者ホームmaisonderetraite-と自発的に退去したO

[判旨]

提供されてきた現物給付に代替する[扶養]定期金pensionは、債務者の

フオートの証明なくしては加重されえない。旧債務の新たな履行方法としてのこ

の定期金pensionは、民法典205条170)の枠内においても、退職者ホームにおける

贈与者の面倒見費用の残存部分に応じてであっても、あるいは扶養aliments、看

護およびその他給付の理論的価額に応じてであっても、決定されてはならない。

この定期金pensionは、受益者の生存期間に関する射倖、および贈与者が疾病や

身体障害となりうるという射倖を伴った息子-の財産移転に相当するものとして、

受贈者のもとに贈与者女性を受け入れて看護する受贈者の費用の範囲内において

決定される。

破穀院第一民事部1976年4月21日判決171)

[事案]

Ⅹは一部は即金で支払われ残部は年次終身定期金に変換される代価と引換えに

従兄弟Yに家屋を売却し、契約証書において売主Ⅹは定期金給付を面倒見債務

169) TGI Limoges, 28 avri1 1975, JCP 1976.IV.35.

170)第205条[子の親に対する扶養義務(1972年1月3日の法律第3号) ≪子は、必
要[状態] besoinsにある父母またはその他尊属に対して、扶養血¥entsの義務
を負う。≫

171) Cass. civ. !ォ, 21 avril 1976,BulLciv. I , n- 131.
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obhgationd'entretienにより代替させる選択権faculteを留保していた。約2カ月

後に交わされた公証人証書によってこの代替が有効に行われ、 Y夫婦はⅩの家に

おいて居住することになった。しかしそのさらに2カ月後に81歳のⅩは、 Y夫婦

による待遇の悪さを主張して、退職者ホームへと退去した。面倒見債務を前記契

約証書所定の定期金支払により代替させた控訴院判決に対して、 Y夫婦は、判決

においては定期金債務者による義務違反も、不和mesententeさえも確認されず、

単に定期金債権者Ⅹの気紛れversatiliteのみが確認されていること、選択権は既

に行使されており、裁判所は、合意解除を認容することなくして、契約上合意さ

れていた条件を他の条件により代替させることはできないこと等を主張して破穀

を申し立てた。

[判旨]

破穀院は、控訴院が事案の専権評価により、 (」ⅩがもはやY夫婦との同居に耐

えることができないとして自らの家を離れたこと、 ⊂)Y夫婦はⅩが戻ることがで

きるように、そして然るべく債務を履行するための試みをしなかったこと、 〔∋ゆ

えに当事者間には不和が存在し、この不和は面倒見債務の履行を不可能にしたこ

とを確認し、従って面倒見債務を終身定期金給付債務により代替することができ

たと判決する。

破穀院第一民事部1978年5月18日判決172)

[事案]

Ⅹ夫婦は所有する複数の不動産をそのうちの一つに居住権を留保した上でY夫

婦およびA夫婦へと譲渡し、 Y夫婦はその反対給付として、 Ⅹ夫婦の死亡にいた

るまで「すべての生計に必要な看護soinsを、特に食事、照明、暖房、洗濯およ

び修繕を供する」という債務を約定した. 21年後に84歳となったⅩ女は、退職

者ホームに入居し、そしてその滞在費用pensionを支払うことをY夫婦へと請求

したもののY夫婦がこれを拒絶したため、 Ⅹ女は、同滞在費用の支払または前記

契約の解除を求めて、本件訴訟を提起した。控訴院は、滞在費用の一部を支払う

ことをY夫婦に命じたが、同時にY夫婦がⅩ女の住居を処分することをも認め

172) Cass. civ. I", 18 mai 1978, Bull.civ. I , n- 194 ; Defrenois 1979, art. 32038, n。 38,

obs. J.-L. Aubert.
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た。 Y夫婦は、 H契約不履行が単に債権者女性の所為にのみ起因するのであり、

Y夫婦の債務は判事により修正されえないこと、 (⊃Ⅹ女のもとで居住を提供して

いたのであり、いかなる履行の不可能も存しないことを理由として破敦を申し立

てる。

[判旨]

破穀院は、 Ⅹ女の状態が必要とする看護を受けるためには退職者ホームへと退

去しなければならないこと、かつY夫婦自身が完全にⅩ女の生計に必要な看護

を提供しえる状態にはないことを述べる控訴院が「契約履行の不可能は、単に債

権者の所為のみによるのではなく、両当事者のフオートではない所為に起因する

と専権評価し」えたのであり、 「これら条件において、控訴院は、終身扶養契約

により生じる為す債務を同一目的の金銭債務により代替させることで、契約所定

の履行方法を他のより状況に適合したかつ当事者の関係により適切な履行方法に

より代替することができた」と述べる173)。

オベール評釈は、当事者間の不和を理由として、当初定められていた給付が不

可能となったとき、終身扶養契約の終身定期金への転換を認めるとする本件判決

は新たな判例として承認に値すると述べる。オベールは、法が契約内部関係にお

いて双務契約により生ずる債務の一方の不履行の場合につき定める解決システム

(特に解除およびリスク理論174)¥　とは「履行の不可能が両当事者のフオートでは

ない事実の結果でありかつ債務自体よりも履行方法により関係するときに、終身

扶養契約において直接的に適用されることができるようには思われない」とする。

そして「契約所定の履行方法を他のより状況に適合した履行方法により代替す

る」ことができると断ずる本件判決の解決は、民法典1134条3項および1135条の

定める原則、すなわち合意は誠実に履行され、そこに表明されることだけではな

173)なお、 Ⅹ女の高齢とY夫婦との間の疎遠を確認することで、 Y夫婦がⅩを「再度

引き取るreprendre」という提案は現物給付の履行不可能を除去しないと結論し
た控訴院には、矛盾がないことも付言される。

174)リスク理論とは、双務契約において、当事者の一方が不可抗力により給付を妨げ
られ履行を免れる場合に、不履行の結果につき責任を負う契約当事者を決定する
ものである(中村紘一ほか監訳rフランス法律用語辞典J (1996) 265頁参照)0
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く衡平、慣習または法律が命ずることをも義務を負わせるという原則に適合する

と述べる175)。

[28]破穀院第三民事部1979年10月9日判決176)

[事案]

未亡人Ⅹは、一部屋の居住権と、食堂、台所、浴室、便所、地下倉の共同使

用権を留保して-家屋をAY夫婦(AはⅩの兄弟でありYはその妻である)に売

却し、その代価は買主が売主女性のすべての需要besohsを満たすこと、特に居

住、食卓での食事、衣料、食料、暖房を売主女性に提供するという買主の債務へ

と転換された。約半年後にAが死亡し、未亡人Ⅹは契約解除を請求した。 Yは、

購入不動産を貸借に供することができるという条件付で面倒見債務の終身定期金

への転換を請求した。控訴院は、解除を認容し面倒見債務を終身定期金へと転換

することを拒絶した。これに対して、 Yが破穀を申し立てた。

[判旨]

破投院は、 「双務契約の解除とは、債務の当事者の一方による不履行の場合に

たとえ不履行がフオートによるのではなくとも、民法典第1184条に従って宣言さ

れることができる」と述べる。その結果として、当事者のどちらも罪なきcou-

pable状況において、不動産買主らは売主に対する面倒見および看護債務から解

放されないこと、そして買主らの収入は売主女性の留保していた居住権および共

同使用権を除去して当該不動産全体を貸借する可能性をなくしては定期金の給付

を保証しえないことを確認して、終身定期金への転換請求を拒絶した控訴院の判

断が是認される。

ラルメは、債務者の責に帰せられない不履行に対しては、原則によると契約の

リスク理論が適用されるべきであるとする。本事案における面倒見および看護債

175)これは、判事の改訂権限をたとえ制限的であっても契約債務の履行方法[全般]
に関して肯定する必要があることを意味するのではなく、単に法律が真に適切な

可決を規定せずかつ衡平が契約履行の追及を命ずるときこのような権限が認めら
れねばならないことを意味するのみであると付言される。

176) Cass. civ. 3e, 9 octobre 1979,Bull.civ. m, n- 169 ; D. 1980.I.R.228. obs. Ch. Lar-
roumet.
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務の履行の不可能は、不可抗力の-場合として考慮されるべきであり、すなわち

危険負担による契約の消滅がもたらされるべきであったとする。しかしラルメは

また、解除が認められるための不履行は債務者のフオートではなくともその行動

aetiviteに関連することで十分であるとも述べる。解除は、契約責任とは異なり

債権者が想定していた債務のコーズの喪失により正当化されるものであるからと

説明される。そして本事案のような場合には、事実審判事は終身定期金への転換

に関する専権評価権限を有しないが、債務者の責に帰せられる不履行の場合には、

それがフオートによる不履行ではなくても、事実審判事は解除を宣言するか否か

の専権を有するとされる。そして現物履行も転換された履行も実現されるのが困

難であった本件事案においては、判事は解除を認めることができたと述べられる。

破穀院第一民事部1980年1月8日判決177)

[事案]

Ⅹおよびその妻は、不動産およびそこに含まれる動産を、不動産の一部につき

居住権をかつ動産の使用usageを留保してY夫婦へと売却し、この売買は、

40,000フランの現金支払と年9,600フランの終身定期金(小売価格指数indice

desprixdedeta止でスライドする)支払と引換えに実現された。 Y夫婦はさらに

「Ⅹ夫婦を疾病の場合には彼らの住居で看護すること、かつ一般には彼らの状態

が必要とする看護soinsを供与すること」という負担を負った.買主Y夫婦は、

Ⅹ夫婦が使用収益jouissanceをもつ不動産の一部に居住するようになったが、当

事者間に不和mesententeが訪れ、売主夫婦は売買契約解除を求めて本件訴訟を

提起した。控訴院は、解除請求を棄却しつつも、当事者間の不和を原因としても

はや現物で履行されえない看護債務に代わって月200フラン終身定期金の追加私

を債務者らに命じた。売主Ⅹ夫婦は、買主らの債務の僻意の重大性gravitedes

manquementsを考慮することなくして契約解除が排除されたこと、転換によっ

てもはや売主らが追求する安全性が達成されないことを主張して破穀を申し立て

る178)。

177) Cass. civ. 1^, 8 Janvier 1980, Gaz.Pal.1980.1.Somm.256, note A. P. ; Defrenois

1980, art. 32448, n- 79, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1980, p.781, obs. G. Comu

Journ. not. et av. 1981, art. 55959, p.117, obs. J. V. ;D. 1983. Jur. 307, note C. Carreau.
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[判旨]

破致院は、買主がその債務を履行しなかったとは証明されない旨を確認し、そ

して当事者間の不和状態においては、 「買主によって追求された日的butpour-

SuIVLは当該看護債務を終身定期金という金銭[債務]へ転換することにより達

成されうる」とした控訴院の判断を是認し、また看護債務が等価物6q山valentに

より履行されうることが認められた以上、不和mesententeが看護義務の直接履

行を不可能にしたと確認すること、かつ売買の解除請求を棄却することの間に矛

盾はないと述べる。

本判決は、何が不和の原因であるか、不和が当事者の一方の態度attitudeに帰

せられるか否か等について探求することなく不和の存在を確認し、事実審判事ら

の職権による転換を認める。また本事案においては債務者側のフオートが認めら

れないため、等価物による履行executionparequivalentという文言は等価物に

よる賠償reparationpar Equivalentと考慮すべきではないと説明されるユ79)。

キヤローは、フオートと不和の区分とは、判例が債務者の僻怠manquement

の欠鉄を強調することにおいて考慮されていると述べる。しかし「買主によって

追及された日的」は転換により達成可能であると述べ、推定される当事者の意思

に依拠するように見える本判決は、 「安全性に対する懸念」から転換による契約

維持ではなく解除(すなわち契約の遡及的消滅)のみを望んだ債権者に対しては、

当事者の意思を軽視し、終身扶養契約の二重の射倖性を捨象する妥協的解決であ

るとも述べられているo　またキヤローは、 「等価物による履行」という判旨に見

受けられる結果等価equivalence des rtisultats思考を損害賠償(1142条) -の参

照ではなく契約の窮極目的丘naliteの考慮により説明しつつも、判事による契約

改定の禁止と衝突する危険性をも危供する。結局キヤローは、明らかなプラグマ

チズムを呈する本件判決は、終身定期金が法的スライドを受けることにおいて厳

178)なお売主Ⅹ夫婦は、当事者間の重大な不和が看護債務の今後の履行を不可能とし
たことを確認しつつも、売買解除請求を棄却した控訴院が矛盾している旨をも付
け加える。

179) A. P. note sous Cass. civ. Ire, 8Janvier 1980, Gaz. Pal.1980.1.Somm.256.
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格に経済的な考慮によってのみ肯定されると主張する。

B.判例のまとめ- [20]破敦院第一民事部1965年3月1日判決から[29]破投

院第一民事部1980年1月8日判決まで一

第3期において、解除請求が肯定されたのが[21]、 [28]であり、転換による

解決が肯定されたのが[20]、 [22]、 [23]、 [24]、 [25]、 [26]、 [27]、 [29]であ

る。前掲[17]、　　判決により「転換」はいったん否定されたかに見えたが、

しかしその後の判例は、　　ポー控訴院1966年12月7日判決(不動産虚有権売

買で債権者が孫娘のもとへ自発的に退去し解除を請求した事案で、債務者の重大

な僻息が存するとして解除認容)、および　　　破穀院第三民事部1979年10月9

日判決(破致院は不履行がフオートによるのではなくとも解除は宣言されうると

述べた上で、事案においては譲渡不動産を賃貸することなくしては買主らが定期

金給付をなしえないとして買主による転換請求を拒絶)を除いて転換を肯定し、

破致院第一民事部1980年1月8日判決では職権による転換が再肯定された。

この時期の判例は、　　判旨がかなり一般的文言により債務不履行が債務者

のフオートによるのでなくとも双務契約の解除が認容されうることを宣言し、債

務者の資力不足を述べて解除を認容した控訴完判決を是認することが注目される。

他方で、性格の不一致・債権者の健康状態悪化・債権者の自発的退去による履行

の不可能から直接的に転換が認められている([20 :不和]、 [22 :健康状態悪化]、

[23:良好ではない関係]、 [24:不和]、 [25:退去]、 [26:退去]、 [27:退去]、

180)ただし1966年において、債権者の入院の実行という事実は、債務者の看護債務不
履行とはならない旨が判決されている。
破穀院第一民事部1966年12月21日判決(Cass. civ. ire, 21 decembre 1966,Bull. civ.
I,n-560.)

川ess

xlは複数の不動産をY夫婦へと売却し、代価は買主が居住、食事および看護を

売主に買主の住居にて提供し、かつ売主の健康が要求しうる限りの医療看護を受
益させる債務へと転換された。 6年近く後にⅩ1はホスピスに収容されたが、そこ
で医学的治療を受けることはなく、かつ売主自身がその滞在費を支払っていた。

xlは買主らの債務不履行による売買解除訴訟を提起し、包括受遺者x2がこれを継
承した。

[判旨】
ホスピス-の収容、および売主による滞在費用支払のみを確認することで解除

を認容し、契約条項の買主に帰せられるべき履行拒絶を明確にしない控訴院判決
は、民法典1184条に違反したとして破致された。
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[29:不和])1鮒-。債権者が他の場所に自発的に退去する場合であっても、債権者

の健康状態悪化の場合であっても、これを広く履行の不可能のカテゴリーに包含

するようになったことが見受けられる(従前の[6]判決は必要的入院を債務恵

のフオートから独立したものと述べつつも、この場合に解除を認容していた)0

転換の理由付けとしては、 [20]のように「同一目的」の金銭債務とされる場

合、 [27]のように「同一目的」であり「他のより状況に適合した-履行方法」

であるとされる場合(前掲白6]、 [18]判決にほぼ同旨)、 [23]のように等価物

による履行を述べられる場合、 [25]のように「旧債務の新たな履行方法」と言

われる場合、その他特に言及されない場合等が混在し、最終的に　29　判決にお

いては「追及された日的butpoursuivi」が終身定期金への転換により達成可能で

あること、看護債務が等価物equivalentにより履行されうることが述べられてい

る。

C.学説

ヴイアットぱ81)、解除は理論的には可能であるものの、既に履行された現物給

付を債権者が償還するという解除が生じさせる結果は金銭評価が至難であり、か

つ一般に所有財産を譲渡した状態にある債権者に課すことが困難でありうると述

べた上で、裁判による転換の基盤を、為す債務の不履行は損害賠償に変ることを

定める1142条に見出す。ヴイアットはまた、商事貸借の更新拒絶に関する損害賠

償を定める1953年9月30日のデクレ第960号8条182)を与える債務により為す債務

を置換するものとして評価し、さらに民法典210条、 211条が法定扶養義務におけ

る「被養者を住居に受け入れ、晴育L nou汀iraおよび面倒を見るentretiendra」

義務と「扶養定期金pensiona血Ientaireを支払う」義務との互換性を規定するこ

とをも併せて記述する。

181) J. Viatte, Dubailanourriture,Rec. gen. lois 1972. 133.この時点での肩書きは、パ
リ控訴院判事として記載されている。

182) 2000年9月18日のオルドナンス第912号4条による法典化。現商法典L145-14条。
L145-14条1項　貸主は、 [商事]貸借の更新を拒絶できる.しかし貸主は、 L
145-17条以下に定められる例外を除いて、更新しないことにより惹起される損害
と同等の追奪手当indemnity dite d'6victionを賃借人に支払わなければならない。

[第2項省略]
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オベールぱ83)、解除およびリスク理論とは双務契約により生ずる債務の一方の

不履行の場合につき定める解決システムであり、 「履行の不可能が両当事者の

フオートではない事実の結果でありそして債務自体よりも履行方法により関係す

るときに、終身扶養契約において直接的に適用されることができるように思われ

ない」と述べた上で、信義則・契約解釈(民法典1134条3項1135条)を援用し

て、 「-当事者間の不和を理由として、当初定められていた給付が不可能となっ

たとき、終身扶養契約の終身定期金への転換を認める」判決を支持する。これに

対してラルメぱ84)、履行不可能とは不可抗力の-場合として危険負担による契約

消滅がもたらされるべきこと、解除が認められるための不履行は債務者の行動

activite (フオートではなくても)に関連することで十分であること、事実上現

物履行も金銭履行も実現されるのが困難である事案においては、解除が認められ

うることを述べる。

コルニュぱ85)、生活共同体(より一般的には個人的な看護・面倒見関係)の維

持を不可能にする不和、すなわち事実審判事の専権により確認・評価される事実

状態こそが、事実審判事が看護義務を等価終身定期金へ転換する権限を与えるも

のであるとして判例の傾向を評価する。転換が判決されるためには、分離sepa-

rationの客観的原因、すなわち不和こそが証明される必要があるとされる。

さらにコルニュは、 「追求された目的butpoursuivi」という前掲[29] 1980年

1月8日破穀院判決の文言において当事者の合意への配慮を見出しつつも、終身

扶養契約が現物で給付を為す債務(看護、面倒見、寄宿hebergement等)を債

務者に負担させる性質があるならば、金銭支払によって債務者を現物債務から解

放することが、合意目的に影響しないことを認めるのは簡単ではないと述べた上

で、転換とは、合意の窮極目的、具体的には生計手段の確保という窮極扶養目的

flnalitealimentaireの尊重からより良く説明されると主張する.このようなアプ

ローチにおいて転換は結果等価原則principe de l'equivalence des resultatsに従う

183) Aubert, obs. sous Cass. civ. !ォ, 18 mai 1978, Defrenois 1979, art. 32038, n- 38, p

942.

184) Larroumet, obs. sous Cass. civ. 3?, 9 octobre 1979, D. 1980.I.R.228.

185) Cornu, obs. sous Cass. civ. ire, 8Janvier 1980,RTD civ. 1980, p. 782.
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ことが明白に表明され、転換は債権者にとって最小限の利益消耗において、すな

わちスライドが付された上で、行われなければならないと述べられる。同様の要

件として生残配偶者の用益権の終身定期金への転換(767条5項186)¥　が、さらに

一般理論として信義則(民法典1134条3項)も援用される。

キヤローぱ87)、厳格に経済的な考慮により消極的に転換による解決を説明する。

(4) 20世紀第4期

[29]判決以後の5判決においては、債務者が距離的に現物履行の不可能な場

所に転居したという債務者側による履行中止の場合に解除が認められた後掲

破穀院第一民事部2002年12月17日判決を除いては、転換が承認されている。

A.判例

破穀院第一民事部1984年7月18日判決188)

[事案]

売主Ⅹ夫婦は、一部は現金支払で残部は売主らの住居にてその生涯のあいだ

看護が提供される債務へと変換して、農事所有権の一部を分筆し姪Yに売却し

た。しかし、 Ⅹ夫婦とY夫婦の間に不和が訪れそれにより共同生活が不可能と

なったため、 Ⅹ夫婦は、約1年半後にY夫婦が彼らの住居から離れるように催告

し、その後当該債務を売主らの死亡にいたるまでの扶養定期金pensiona血Ien-

taire-と転換させるために本件訴訟を提起した。控訴院判決は、 [本件訴訟提起

日から支払われるべき]年2,078.82フランの終身定期金rente annuelle etviag色re

を決定し、終身定期金額は全国保険金庫caisserationale deprevoyance　の作

成・公表する表に従って計算し、かつ譲渡元本として看護債務と引換えであった

ところの売買代価の残部を考慮した。

186) 2001年12月3日の法律第1135号によって、 767条は改正され、現行759条以下にお
いて用益権の転換が規定されている。
旧第767粂第5項　確定分割までは、相続人は十分な担保suretes≪および当初の
等価equivalenceを維持することの保証garantie≫ (1963年7月13日の法律第699
号)と引き換えに、生残配偶者の用益権が等価の終身定期金に転換されることを
要求することができる。転換は、相続人に[意見の]不一致がある場合には、裁
判所にとって任意である。

187) Carreau, note sous Cass. civ. Ire, 8Janvier 1980,D. 1983. Jur. 310.

188) Cass. civ. ire, 18juillet 1984,Bull.civ. I , n-237 ; Defrenois 1984, art. 33432, n。 116,

obs. G. VermeUe ; RTD civ. 1985, p.410, obs. Ph. R6my.
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[判旨]

破致院は、 「もはや現物で履行されえない債務は、売主らをその生涯のあいだ

看護する債務であって、かつこの債務と等価の定期金rente eq山valenteacette

obligationを定めるのが適切である」として、民法典1134条違反を理由として、

控訴院判決を破致した。

本件判決において破穀院は、判事が定期金額の計算のためにいかなる要素を考

慮するかという問題に関して、定期金は約定債務に等価でなければならないと応

答する。

ヴェルメルは、売主のすべての需要besoinsを保証すること、それの満足こそ

買主が義務付けられるのであり、代価残部の考慮は、終身扶養契約の誕生に関連

する-データに過ぎず、履行条件において修正されうるところの給付の変動性の

桂椿とはならないこと、売買代価の残部にのみ参照することにより支払われる定

期金を決定するという控訴院判決の立場は、意思の合致をも、債務の射伴性をも

過小評価するものであることを述べる。ヴェルメルは、具体的には居宅で看護を

惜しまないということの代金の評価、すなわち(家政婦femmedemenageの給

与時間、または看護師の行為のような)家内的な、社会的な、あるいは医療的な

給付の評価が問題とされ、もはや元本の額は問題とされないことになると主張す

る190)。

レミ-も本件破穀院判決の立場を支持し、終身扶養契約とは「pensionnaire寄

宿者」を生活させることを基本目的とするものであり、裁判所による面倒見債務

の金銭債務への転換もこの終身扶養契約の特性specifiteを維持するがゆえに、

189)全国保険金庫cNPは、 19世紀半ばに商業ベースにのらない保険の受け皿として公

営形態で設立された3つの機関、公営老齢退職金庫(1850年設立)、公営死亡保険
金庫(1868年設立)、公営災害保険金庫(1868年設立)が統合されて生まれた機関
(1959年設立)であり、生命保険、傷害保険等を実施する。従来日本の簡易保険に

非常に近い性質であったが、 1991年8月1日以降は契約に対する国家保証が廃止
され株式会社化された(天野佳子「フランス国営生保cNPの民営化」生命保険経
営68巻6号(2000) 5頁)0

190)さらに等価原則は、定期金と譲渡元本の間に作用してはならず、定期金と合意債
務の間に遵守されるべきものであると付言される。
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当初売買価格における譲渡元本に基づいて定期金を計算することは、終身扶養契

約の本質を過小評価することであるとする。

破段院第一民事部1984年10月29日判決191)

[事案]

x,x2夫婦は代価70,000フランで農事所有権をⅩ夫婦へ売却し、代価は即座に、

終身定期金、一定の農作物の提供、 「小作小麦bl6fermageの125キンタル」相当

の現金支払-転換された。この契約はまた、買主らがすべての医療費、薬剤費、

およびホスピス費用を必要な場合には負担し疾病または身体障害infirmiteの場

合に売主らを看護しなければならないことを定めていた。約14年後に、健康状態

の悪化した定期金債権者らは、小作小麦価格でスライドする定期金部分の引き上

げ、および当初定められていた看護債務の金銭への転換を同時に請求した。控訴

院は、 「[契約]開始において過小評価されてい」たのみと述べて、スライドすべ

き小麦価格の小麦量を小麦125キンタルから534キンタルヘと切り上げ、看護債務

の獲得条件は妻Ⅹ2のために成就されたが当事者間の不協和disaccordに鑑みて

この債務は現物で履行されえないと確認し、これを(控訴院判決の日から遡っ

て) x2の大腿骨頚部骨折の日からの月810フランの定期金-転換した。

[判旨]

破敦院は、 「当該債務がその[Ⅹ2骨折の]日からの定期金への転換においての

み履行されえた」として転換を肯定しつつも、民法典第1976条192)を引用した上で、

1949年3月25日法律4条第4項193)および2条の2第1項ユ94)に鑑みると、スライド

定期金は当事者が契約給付間に維持せんと欲した衡平の激変する場合には裁判に

よる増額の対象となしうるのであり、 「当事者によって開始時点に欲された衡平

191) Cass. civ. 1�", 29 octobre 1984,Bull. civ. I , n-284 ; Defrenois 1985, art. 33489, n-

25, obs. G. VermeUe.

192)第1976粂[終身定期金の額]終身定期金は、契約当事者が定めようとする額
tauxで設定することができる。

193) 4条第4項(1999年12月30日の予算法律第1172号126条により改正)同終身定期
金は、新たな経済状況の結果選択された変動指数の作用が当事者の契約において
維持しようとした衡平6quilibreを覆す結果をもたらす場合には、相互の合意なき
とき、本法律2条の2または4条の2第5項所定の要件において、裁判による増
額majorationjudicialreの対象となすことができる。
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はいかなるものであったかも、この衡平が新たな経済状況によって激変されたか

否かも探求することなくして定期金の率を増額する判決は、破致される」として

その部分の控訴院判決を破致した.

ヴェルメルは、当事者間対立の場合に判事が行う転換とは「合意の履行方法の

変化」に過ぎず、定期金の開始時とは、看護債務の発生時、すなわち当事者間の

対立と同時期であると述べて本件判決の立場を支持する。ただし不和のコーズ、

給付履行の中断コーズが債権者にあり、判事が「填補終身定期金」により代替さ

せる場合には、定期金の開始時を判決日に定めることが正当化されるとする。

他方ヴェルメルは、定期金の引き上げに関しては、控訴院が自由原則を定める

民法典1976条とその修正を定める1949年3月25日の法律(4条第4項、 2条の2

第1項)に違背したとする。一方で当事者は終身定期金の額を自由に定めること

ができ、他方でスライド終身定期金は衡平が新たな経済状況の結果激変したこと

を要件としてのみ裁判による増額が認められるのであり、すなわち増額が承認さ

れるためには、当事者の欲していた衡平と、新たな経済状況によるその激変の確

認が必要とされるからであるからと解説される。

破穀院第一民事部1988年1月19日判決195)

「事4*」

未亡人Ⅹは財産を三人の息子(Yl、 Y2およびA)に贈与し、当該贈与証書にお

いて、 Yl、 Y2およびAが贈与財産の一部をなす不動産において母親に居住を提供

すること、食事、面倒見、洗濯、暖房、照明を、かつ健康なときも疾病のときも

看護を提供すること、 「一言で言うとenunmot、贈与者の生涯のあいだ、民法

典205条の規定に従って生計に必要なすべてのものを贈与者に提供する」という

194) 2条の2第1項(1963年2月23日の法律第156号56条により改正)定期金債権者
は、定期金給付の反対給付としてまたは定期金給付を負担として受額された財産
が、契約証書中に示された代価または相続届出中に示された評価による財産価額
のような定期金設定時または遺言者死亡時の財産価額と比較して、一括増額比率

よりも高い新たな経済状況に由来する差益比率coefficient de plus-valueを定期金
債務者に獲得させたという証拠を示す場合、相互の合意なきとき、 1条所定の当
然一括増帝以上の増額を裁判所から得ることができる。

195) Cass. civ. 1 re, 19Janvier 1988, JCP ed. N, 1988. II. 245, note H. Meau-Lautour.
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債務を連帯的に負担することが不可欠の条件conditionessentielleとして明示さ

れていた。当事者間に対立di瓜culteが生じたため、未亡人xはこの債務を終身

定期金へ転換することを請求し、控訴院はこれを認容した。 YlおよびY2は、 H

「看護負担chargedesoins」と名づけられた条項に由来する当該債務が、民法典

205条への参照によって、母親の必要状態etatdebesoinにある場合-と限定さ

れること、 ⊂)贈与証書は終身定期金への転換を定めていなかったのであり、明断

かつ明白な証書が変性されたこと、 (∋贈与契約の条件不履行の唯一の法定サンク

ションは同953条の定める撤回であること等を理由として破投を申し立てた。

[判旨]

破穀院は、当事者の共通の意図を探求した控訴院が、当該条項における民法典

205条への参照を変性することなくして、当該条項が贈与者女性の必要状態に受

贈者の債務を従属させるものではなかったと評価したとする。さらに当事者間の

関係悪化deteriorationを確認した控訴院は、現物における履行がもはや可能で

はないと評価したのであり、合意を変性することなくして、終身定期金提供債務

により当初の受贈者の約務を代替させることができたとされる。

メオ・ロトウールは、 「一言で言うとenunmot」以下が契約前半部分の簡潔

な繰り返しであるとする解釈と、 205条の法定扶養義務を述べる(従って当該債

務の発生は債権者の必要状態により依存する)という二つの解釈が文理上可能で

あるとする。前者の解釈を採る場合、贈与者は法律により授与されるのとは異

なったあるいはそれに超過した利益を得ると約定されたことになるが、後者の解

釈を採る場合、法定扶養債権はそもそも放棄不可能であるから、当該契約条項は

積極的にも消極的にも何ら射程を有さず、 (負担付贈与ではなく)単純贈与とし

て為されたことになる。ゆえにメオ・ロトウールは、前者の解決が妥当であると

主張して、その根拠を民法典1157条196)に求める。もっともメオ.ロトウールによ

ると、控訴院判決自体は、もし当該債務が205条に限定されるならば債務の期間

196)第1157条[有効に解すべきこと]ある条項が二つの意味にとれるときは、何らの
効果も生じることができない意味においてよりもむしろ、何らかの効果を有する
ことができる意味において理解しなければならない。
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は債権者の必要状態の存続期間に左右されることになるが、しかし当該負担は債

権者の全生涯のあいだその死亡に至るまでとして約定されていた(このような意

味で当該債務と205条所定の債務が異なっている)ことを判決理由とするのであ

ろうと解説されている。

パリ控訴院1990年12月5日判決197)

[事案]

事案の詳柵は不明。家屋売買の反対給付として支払われる終身定期金の補充

complementとして終身扶養契約が約定され、当事者間の重大な不和mesentente

graveにより看護債務の履行が不可能となったようである。

[判旨]

パリ控訴院は、民法典1142条および1146条を引用した上で、終身扶養契約に由

来する為す債務は、所定時において定期的に履行されないならば債務は満足され

ず、損害賠償の命じられるためには履行の付遅滞mise endemeureが必要ではな

いことを述べ、さらに債務者は債権者の面倒見に全く寄与しなかったこと、そし

て終身扶養契約の履行は債権者の退職者ホーム-の入居の事実により不可能と

なったことを確認し、特に当事者間の重大な不和もまた約定看護の履行を不可能

すると述べて、終身扶養契約の終身定期金への転換を命じる。

破穀院第一民事部2002年12月17日判決198)

[事案]

債務承認と題された証書によって、 Y夫婦は、 1,235,000フランの金銭のⅩ夫

婦に対する債務者として承認され、かつ当該金銭の半分の償還の反対給付として

Ⅹ夫婦をY夫婦住居に受け入れ、居住、暖房、照明、共通の食卓での食事を提供

するという債務を負った。またⅩ夫婦の金銭消費貸借債権は、債務者らに課せ

られた負担の不履行の際には、即座にかつ当然に要求可能となることが約定され

ていた。その後Y夫婦は、レユニオン島tiedelaReunionに転居し、もはや債権

者らと共同生活しえなくなった。控訴院判決は、契約書所定の解除条件が実現さ

197) Paris, 5 decembre 1990,D. 1991.IR.1.

198) cass. civ. ire, 17 decembre 2002,Bull. civ. I , n- 306 ; RTDciv. 2003, p.291, obs. J

Mestre et B. Fages.
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れたとして解除を認容し、 Y夫婦に1,235,0007ランの金銭を支払うように判決

した。これに対してY夫婦は、当該債務の個人性とは債務者らが債権者らの傍

らに永遠に留まることを包含しないこと、債務者らが債権者の傍らにあることと

は当該債務が第三者によって保証されることのみを排除するものであることを主

張して、債務者らがレユニオン島への転居によりもはや債権者らと共同生活しな

いという事実のみを評価して解除条項の適用を結論した控訴院は、民法典1134条

に違背するとして破敦を申し立てた。

[判旨]

破穀院は、 Y夫婦のレユニオン島-の出立を理由として当該債務が履行されな

いこと、債務の個人性とはⅩ夫婦が彼らの住居にY夫婦を受け入れ、共通の食

卓で食事を債権者らに提供する債務を負ったということを述べた控訴院判決が、

債務者による債務の個人的履行の欠鉄として解除条件は実現されたと正当に結論

しえたと述べ、控訴院の判断を是認し破穀申立を棄却した。

B.判例のまとめ- [30]破穀院第一民事部1984年7月18日判決から　　　破穀

院第一民事部2002年12月17日判決まで-

この時期の判例は、　　判決の金銭消費貸借の償還手段として終身扶養契約

が締結され債務者側からの履行が中止(債務者が物理的に現物履行の不可能な場

所に転居した)された場合に解除が認められた事案を除いては、転換を承認する。

は姪への負担付不動産売買で不和による共同生活の不可能を理由として、

等価の定期金renteequivalentへの転換が認められ、 [31]は債権者の健康状態

悪化の事案で当事者間の不和に鑑みて現物履行が不可能であるとして転換が認め

られ、　　は息子らへの負担付贈与につき当事者間の対立の結果として転換が

認容され、　　は重大な不和と債権者の退職者ホーム入居により履行が不可能

となったとして、損害賠償の規定(1142条1146条)が引用された上で転換が命

じられる。

なおこの時期に、終身扶養契約と偽装贈与をめぐる関連判決が存在する。終身

定期金および終身扶養契約に転換された代価と引き換えに家屋の虚有権が売却さ

れ(第一契約)、その1年後に同一当事者間で、売買代金にほほ等しい金銭が売

主から買主へ支払われた(第二契約)という事案で、破致院商事部は「終身扶養
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契約に由来する主として為す債務の終身定期金-の転換は、合意日的の変化によ

る更改をもたらさない。転換は、契約で定められた履行方法をより状況に適合し

た履行方法により代替するものに過ぎない」等と述べて、第二契約が偽装贈与で

あると評価しだ99)。

C.学説

フランクは200)、終身扶養契約の履行が、物理的、心理的または道徳的な困難に

ぶつかるとき、事実審判事は常に合意の沈黙において、契約解除または現物給付

の終身定期金-の転換をなすことができると述べる。

メオ・ロトウールは201)、 「不履行」と「履行の不可能」を厳密に区分する。判

例によると債務の履行方法が問題とされ不履行が問題とされているのではないか

ら、終身定期金への転換を損害賠償と同視するのは困難であり、信義則・契約解

釈(民法典1134条3項1135条)による説明のみが可能であると主張される。転

換を容認する[32]判決は、不履行の不存在が解除を禁ずるがしかし受贈者は所

定の反対給付を為すことなくしては財物を保持できないのだから、衡平により当

事者の欲した均衡が尊重され、ゆえに金銭での履行が命じられると説明される。

ヴェルメルは202)、個々の場合において不和が当事者のいずれの責に帰せられる

199)破穀院商事部1990年3月6日判決(Cass.comm.,6mars1990,Bull. civ. IV,n-69

RTDciv. 1990, p. 698, obs. J. Patarin ; JCP ed.N. 1991.ll. 211, noteD. F.)
El」3
Aは家屋虚有権を代価270,000フランでⅩ夫婦へ売却し、その代価は終身定期

金および終身扶養契約へと転換された(第一契約)。約1年後にAは、 Ⅹ夫婦が
居住、食事および看護の提供をAに保証する負担として、 212,000フランをⅩ夫
婦へ支払った(第二契約)。税務当局は、第二契約が偽装贈与であると評価して、

Ⅹ夫婦に無償契約としての移転登録税および罰金penaliteの支払を求めたo X夫
婦は、第二契約の有償性を証明するために、二つの契約の間に合意目的の更改
(売買の反対給付として約定された面倒見および看護債務の追加的定期金への転

換)が介入し、民法典1271条1号に基づき看護債務は消滅したと主張する。
【判旨】

破穀院は、 「終身扶養契約に由来する主として為す債務の終身定期金への転換は
合意日的の変化による更改をもたらさない。転換は、契約で定められた履行方法

をより状況に適合した履行方法により代替するものに過ぎない」と述べて、第二
契約において約定された看護債務とはすでに第-契約の反対給付であったとして
第二契約が反対給付を欠くものとした。

200) E.-E. Frank, Le bail a nourriture, Rev. Administrer, janv. 1987, p.2.

201) Meau-Lautour, note sous Cass. civ. Ire, 19Janvier 1988, JCP e"d. N, 1988. II. 247.
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かを決定することが困難であるという終身扶養契約の特別な性質の結果として、

履行条件の修正という留保の下に、契約維持が要請されると述べる。しかしヴェ

ルメルは、転換とは裁判による改定revisionを事実上許容するものであり、これ

は債権者により請求される必要があると主張し、判事の職権による転換を否定す

る(なお職権による転換を許容した前掲[29]破致院第一民事部1980年1月8日

判決以後においては、職権により転換が認められた判決は見受けられない)0

(以下次号)

202) Vermelle,Rep. civ. Dalloz, v- Bailえnourriture, 1998, n-s 47 et s., 67 et s.
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